
 

 

 

（別表） 令和３年４月１日以降 申請手数料 

令和３年４月１日 

一般財団法人宮崎県建築住宅センター建築物耐震診断等判定業務規程第１０条の規定に基づいて定める判定

業務に係る申請手数料の額については、下表のとおりとする。 

          判定区分 

 

申請に係る 

建築物の床面積等 

一般財団法人宮崎県建築住宅セン

ター建築物耐震診断等判定委員会

運営要領第２条の耐震診断に関す

るもの 

 

一般財団法人宮崎県建築住宅センタ

ー建築物耐震診断等判定委員会運営

要領第２条の耐震補強設計に関する

もの 

Ａ＜  500㎡   １２１，０００ １８７，０００ 

500㎡≦Ａ＜ 1,OOO㎡   １８７，０００ ２４２，０００ 

1,OOO㎡≦Ａ＜ 2,OOO㎡   ２４２，０００ ３０８，０００ 

2,O00㎡≦Ａ＜ 3,O00㎡   ３０８，０００ ３７４，０００ 

3,OOO㎡≦Ａ＜ 5,OOO㎡   ３７４，０００ ４４０，０００ 

5,O00㎡≦Ａ＜10,000㎡   ４９５，０００ ６２７，０００ 

    10,O00㎡≦Ａ ６２７，０００ ８１４，０００ 

特殊工法等 

によるもの 

 特殊工法・材料 別途算定 

  複 合 構 造 等        

 備考 

 ・ 手数料の額の単位は円とし、消費税額（地方消費税額を含む。）を含めた価格とする。 

 ・ 手数料は構造計算上の１棟ごとに算定するものとし、建築基準法上１棟とみなされるものであっても、構

造計算上複数棟となる場合は、それぞれ別棟として取り扱うものとする。 

・ 再審査の手数料は、手数料の２分の１とする。 

 ・ 表に定めのないものについては、別途協議の上決定する。 

 ・ 表中の用語の定義は、それぞれ次のとおりとする。 

     Ａ        申請に係る建築物の床面積 

     特殊工法・材料  特殊な工法、材料、技術等が採用されているため、判定作業量の増大が見込まれるもの 

     複合構造等    構造形式が複合構造であるため、判定作業量の増大が見込まれるもの 

 

 


